
令和７年４月１日 

 

                                     美作市立英田中学校長 

                                           

令和７年度 美作市立英田中学校 部活動に係る活動方針 

 

１ 本校の部活動（４部） 

   野球部、剣道部、ソフトテニス部、吹奏楽部 

 

２ 目 標 

 （１）集団の一員としての役割を自覚し、他の成員と協調し、友情を深めながら楽しく豊かな共同    

生活を築く。 

 （２）余暇を活用し、自己の能力・適性の発見や伸長を目指す。 

 （３）主体的に心身を鍛えるとともに、将来役立つ社会性を身につける。 

 

３ 部活動の運営について（校内での取り決め事項等） 

 （１）休養日 

   ・原則、毎週水曜日は完全休養日とし、週末は、土日のどちらかを休養日とする。 

    試合や発表会等により、土日いずれも活動する場合は、あらかじめ当該週又は、次週に 

    振り替え休養日を設けることとする。 

   ・定期テストの１週間前からは、活動中止とする。 

   ・夏季及び冬季休業中の閉庁日は、活動しないこととする。 

 

 （２）活動時間 

   ・平日は長くとも２時間程度、休業日は３時間程度とする。 

   ・吹奏楽部は、式典（入学式・卒業式）の前、数日間は朝練習をしても良いこととする。 

ただし、事前に校長の許可を得ることとする。 

   ・下校時刻を厳守する。（夏季１７時４０分、冬季１７時１５分完全下校） 

 

 （３）大会参加 

   ・大会参加は、中体連または中吹連主催大会への参加を原則とするが、その他の団体が 

    主催する大会への参加については、事前に校長の許可を得ることとする。 

 

４ その他 

 （１）部活動顧問会議（研修会の実施等）について 

   ・年度始めに顧問会議を実施し、共通理解を図ることとする。 

   ・必要に応じてキャプテン会やミーティングを開催し、目標の共通化を図り、活動の活性化

につなげる。 

 （２）部費の取扱について 

   ・部費等、取扱いについては公費に準ずる（校内ルールに基づく）こととし、適切に管理す 

    る。 

   ・決算報告については、校長に提出し、保護者に報告する。 

 （３）その他 

   ・規律違反等、好ましくない状況があった場合は、職員会議等で討議の上、一定期間活動    

を停止させることがある。 

   ・顧問は、活動日誌等を活用し、日々の活動状況等を把握すると共に、生徒理解に努める。

また、早めに保護者に活動計画等を知らせ、部活動への理解と協力を得ることができる    

ように努める。 


